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第５章　建築・土木、非金属加工分野の設備基準の見直し

第１節　現行の訓練科の設備基準の見直し

１－１　現行の訓練科の設備基準の見直し方針（共通）

「訓練基準」の見直しに伴い、公共施設において訓練機器を設置するための「設備基準」

（通達に示される「設備の細目表」）の見直しを行った。

今回は特に、各施設への訪問調査を通しての実態の把握、訓練現場から出された意見・

要望、提案等を参考として、現実や時代情勢に対応しうるよう最低限の機器類の見直しを

行った。

（見直し案の見方について）詳細は設備基準の細目のとおりである。見直しにあたって

該当する訓練科ごとに要点をコメントしている。そして細目の表中では、追加・修正した

箇所の字体を「斜体」に、「○→○」、取り消し線といった記述方法により明確化している。

また便宜上、表中左側の空欄を利用して、現行の設備基準と比べた時の解説・変更点（追

加、変更、削除）を付記している。

ここでは、１３の現行科について、具体的に提案している。

順に、72木造建築科、74とび科、75鉄筋コンクリート施工科、77建築設計科、

82サッシ・ガラス施工科、84インテリア・サービス科、87左官・タイル施工科、

91冷凍空調設備科、92配管科、95土木施工科、96測量・設計科、

54木工科、104木材工芸科。

尚、上記以外の訓練科については、①現行の設備基準で問題がなく、変更を要する点が

無いこと。②設置数が少ないこと。③既存の設備基準が無いこと。④今回の重点見直しの

対象にないこと。等の事情を鑑みて、設備基準を現状維持とした。

１－２　「建築施工系」の設備基準の見直し

（１）「木造建築科」

現場からの意見として、パネルソー、リップソー等の設備を追加するとともに、内部仕

上げ等に必要な工具類を追加した。

測量機器を追加し、受講生がより多く実習のできる環境を整えることを図った。

その他、安全管理面で足場類を必要数として追加した。
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（表５－１）「木造建築科」の設備の細目の見直し案
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（２）「とび科」

視聴覚教育の必要性から、ビデオ教材等を追加した。

（表５－２）「とび科」の設備の細目の見直し案
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（３）「鉄筋コンクリート施工科」

品質保証に係る実習に対応してコンクリート用の試験機器や測定機器類を追加した。

（表５－３）「鉄筋コンクリート施工科」の設備の細目の見直し案
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（４）「建築設計科」

現行基準をベースとし、手描き製図に必要な機器類の一部削除や、教科の細目の見直し

に伴う測定機器類を削除した。

その他、ネットワーク関連機器及びシステム等を追加した。

（表５－４）現行「建築設計科」の設備の細目の見直し案
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１－３　「建築外装系」の設備基準の見直し

（１）「サッシ・ガラス施工科」

教科の細目の見直しで、カーテンウォールに関する内容を削除したことに対応し、鉄塔

（カーテンウォール取付用）及びカーテンウォール取付用工具類を削除した。

（表５－５）「サッシ・ガラス施工科」の設備の細目の見直し案

１－４　「建築内装系」の設備基準の見直し

（１）「インテリア・サービス科」

各種作業に必要な加工機器類を見直した。
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（表５－６）「インテリア・サービス科」の設備の細目の見直し案
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１－５　「建築仕上系」の設備基準の見直し

（１）「左官・タイル施工科」

モルタル試験や各種作業に必要となる機工具類を追加等した。

（表５－７）「左官・タイル施工科」の設備の細目の見直し案
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１－６　「設備施工系」の設備基準の見直し

（１）「冷凍空調設備科」

冷媒回収が法的に義務づけられたことから、冷媒回収機を追加した。

重量物を揚重するために、リフターを追加した。

現在ダクト製作はほとんど工場で行われるので、はぜ折り機を削除した。

その他、必要な機器を追加し、不要な機器を削除した。
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（表５－８）「冷凍空調設備科」の設備の細目の見直し案
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（２）「配管科」

最近の傾向から、樹脂管が多用されることを想定し、「ヘッダーさや管工法」などで使

用される樹脂管加工の工具を追加した。

冷媒回収が法的に義務づけられたことから、冷媒回収機を追加した。

（表５－９）「配管科」の設備の細目の見直し案
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１－７　「土木系」の設備基準の見直し

（１）「土木施工科」

光波測距機等の電子機器を使用しての施工管理の技能習得が業界から要望されており、

光波測距機が職業訓練にも必要と考えられることから追加した。

（表５－10）「土木施工科」の設備の細目の見直し案
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（２）「測量・設計科」

測量・設計科では、ＧＰＳ、ＧＩＳといった電子機器について、追加した。

（表５－11）「測量・設計科」の設備の細目の見直し案
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１－８　非金属加工分野「木材加工系」の設備基準の見直し

（１）「木工科」

作業に必要な実習場等の面積と、機工具類の追加や台数を見直した。

（表５－12）「木工科」の設備の細目の見直し案
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１－９　非金属加工分野「工芸系」の設備基準の見直し

（１）「木材工芸科」

木工科と同様に、作業に必要な実習場等の面積と、機工具類の追加や台数を見直した。

（表５－13）「木材工芸科」の設備の細目の見直し案
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第２節　新訓練科の設備基準の検討

第４章第２節で述べたとおり、新訓練科の設置については検討・議論は行ったものの提

案の段階に至らなかったことから、教科の細目と同様に設備基準についても参考意見とし

て取り扱うこととする。ここでは、建築施工系「建築福祉環境設計科」の設備基準例を参

考として以下に示す。

（参考）建築施工系新訓練科「建築福祉環境設計科」の設備基準例

現行の「建築設計科」の設備基準をベースに置き、福祉関連機器を追加した。

（表５－14）新訓練科「建築福祉環境設計科」の設備の細目案
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